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募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 試験場所（予定）

幹部
候補生

一般
令和５年４月１日現在
22 歳以上 26 歳未満の人（修士課程
修了者は 28 歳未満の人） 受付中～

６月 16 日㈭
【１次試験】　６月 25 日㈯：筆記試験
※２次試験は、後日お知らせします。

別途各人に連絡
   します。

歯科
薬剤科

専門の大卒 20 歳以上 30 歳未満の人
（薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満の人）

技術海曹
技術空曹 20 歳以上で国家免許資格を有する人 受付中～

５月 20 日㈮ ６月 17 日㈮

一般曹候補生
18 歳以上 33 歳未満の人

受付中～
５月 10 日㈫

【１次試験】５月 20 日㈮～ 29 日㈰※１
【２次試験】６月 17 日㈮～７月３日㈰※１

自衛官候補生
（任期制）

年間を通して
行っています。 別途各人に連絡します。

貸費学生（技術）

大学の理学部・工学部（※２）の３、
４年次または大学院（専門職大学院
を除く。）修士課程在学（正規の修学
年限を終わる年の４月１日現在で 26
歳未満（大学院修士課程在学者は 28
歳未満））

６月１日㈬～
11 月 11 日㈮ 12 月３日㈯

令和４年度自衛官等募集 問自衛隊青森地方協力本部三沢募集案内所☎53 1346

空家等の解体・撤去費用の一部を
補助します

市では、老朽化による倒壊な
ど、保安上の危険を引き起こす恐
れのある空家等の解体の促進を目
的に、空家等の解体・撤去費用の
一部を補助します。
補助対象　個人が所有する特定空　
　家等または危険空家等の解体・
　撤去
補助金額　解体・撤去などに要す
　る費用の20％以内（上限50万円）
申請者の要件
　▶空家等の所有者または所有者
　の相続人などであること
　▶市税を滞納していないこと
　▶主たる生計維持者の所得金額
が 532 万円以下である世帯に属
　すること
申し込み方法　都市整備建築課に
　備え付け、または市ホームペー
　ジからダウンロードした事前調
　査の申出書に記入の上、申し込
　みください。
※詳しい条件はお問い合わせくだ
　さい。
※昨年度から、補助要件を緩和し
　ています。
問都市整備建築課☎51 6735

※１　試験期日については、後日指定されます。
※２　学部については、理学部、工学部に類する学部も該当する場合があります。

官庁街通り花壇維持管理パートナー
シップ事業協働団体募集

市民と行政との協働により、官
庁街通りの花壇の維持管理を行う
「十和田市官庁街通り花壇維持管
理パートナーシップ事業」を実施
します。
対象　次の要件を全て満たす市民
　活動団体など
　▶宿根草の植栽、育成、維持管
　理などの経験や実績があること
　▶構成員が５人以上であること
　▶組織や運営に関する規則、会
　則などがあること▶主たる活動
　地域が市内であること
活動内容　宿根草などの補植、移
　植、株分け、生育状況の確認、
　除草、切り戻し、花がら摘み、　
　施肥など
申し込み方法　都市整備建築課に　
　備え付け、または市ホームペー
　ジからダウンロードした申込書
　に必要事項を記入の上、申し込
　みください。
申込期限　４月 15 日㈮
問都市整備建築課☎51 6737

「ポケットマルシェ」出店者募集

　市では、農産物直売 EC（電子商
取引）大手のポケットマルシェと連
携し、農業生産者に対し、インター
ネットによる取引を支援します。
対象　農業生産者で市内に住所ま
　たは主たる事務所、事業所を有
　する個人、法人または団体で、　
　ポケットマルシェを利用して十　
　和田市産農産物などの販売を希
　望する人（または、既に利用し
　ている人）
支援内容　▶販売力強化セミナー
　▶各種 SNS（会員制交流サイト） 
　を利用した広告発信▶商品送料　
　補助（対象商品の条件あり）
申し込み方法　とわだ産品販売戦
　略課に備え付け、または市ホー
　ムページからダウンロードした
　申込書に記入の上、申し込みく
　ださい。
※詳しくは、市ホームページに掲
　載している募集要領をご覧くだ
　さい。
▉説明会を開催します
　ポケットマルシェを利用した販
売方法について、オンラインによ
る説明会を開催しますので、ぜひ
ご参加ください。
とき　４月 26 日㈫　午後６時～７時
ところ　市民図書館　多目的研修室
　（自宅などでの受講も可能です。）
問とわだ産品販売戦略課

　☎51 6743

商品送料を補助します


